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兵庫県告示第1525号 

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第19条第１項の規定により、被爆者一般

疾病医療機関として次のものを指定した。 

  平成24年12月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名     称 開  設  者 所  在  地 指 定 年 月 日 

耳鼻咽喉科 藤木クリニ

ック 
藤木 暢也 

神戸市東灘区田中町１丁目11番20号 Ｋ

ＯＭＡＴＳＵ ＧＲＥＥＮ ＢＵＩＬＤ

ＩＮＧ ２階 

平成24年９月28日

石﨑歯科医院 石﨑 順啓 同 市同 区魚崎北町１―５―18  同 年10月１日

医療法人社団 亀田歯科

クリニック 

医療法人社団 亀田歯科クリ

ニック 

理事長 亀田 悟 

同 市同 区森南町２―６―25 同 

奥田歯科医院 奥田 浩規 
同 市中央区橘通４丁目２―６ セント

ラルハイツ神戸橘通101号室 
平成24年11月１日

兵庫県公報
発  行  人 
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神戸市中央区下山手通 
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ステラ神戸薬局 播川 道徳 
同 市同 区中町通２―３―２ 神戸駅

前ツインビル１Ｆ 
 同 年10月１日

湊川薬局 
湊川薬品 株式会社 

代表取締役 上田 弘 
同 市兵庫区水木通１丁目４―29  同 年９月16日

みつるぎ薬局 森垣 洋 同 市北区山田町小部字西両畑34番82  同 年10月１日

訪問看護ステーション 

なごみ 

株式会社 ライブシーク 

代表取締役 髙田 眞弓 
姫路市飾磨区三宅一丁目31番地  同 年９月27日

たにぐちクリニック 谷口 秀典 
尼崎市潮江１丁目２―６ 尼崎フロント

ビル１Ｆ 
 同 年11月１日

とみた脳神経クリニック 冨田 洋司 
同 市武庫之荘１丁目18―５ 武庫之荘

メディカルキューブ１Ｆ 
同 

梅村歯科医院 梅村 誠 同 市椎堂１丁目１番８号 平成24年10月１日

キョウエイ調剤薬局 武

庫之荘北店 

株式会社 共栄 

代表取締役 皆木 義郎 
同 市武庫之荘１―18―５ 同 

フタツカ薬局 大久保駅

前店 

株式会社 セプタ 

代表取締役 二塚 憲次 
明石市大久保町駅前１―７―８ 同 

タブセクリニック 

医療法人社団 タブセクリニ

ック 

理事長 田伏 順三 

西宮市今津曙町11―８ 平成24年９月１日

吉本クリニック 木下 理恵 
同 市甲子園三保町１―８ メイプル甲

子園103 
 同 年10月１日

レインボー薬局 
有限会社 エービーシー薬局

代表取締役 白石 洋介 
同 市上田中町17―24  同 年９月１日

アイム 西宮東町薬局 
株式会社 アイム 

代表取締役専務 三浦 良也
同 市東町２丁目１―10  同 年11月１日

薬局ハートランド 洲本

店 

ウエルシア関西 株式会社 

代表取締役 槌屋 茂康 
洲本市下加茂１丁目１番58号  同 年９月１日

ライフガーデン潮芦屋 

イレブン薬局 
同  上 芦屋市海洋町８―２ 同 

ひうらクリニック 日浦 祐一郎 
伊丹市行基町１丁目107 伊丹行基町医

療モール３Ｆ 
平成24年11月１日

すずらん薬局 
株式会社 ピープルリンク 

代表取締役 奥小路 裕麻 
同 市野間１―８―12  同 年10月１日

そうごう薬局 伊丹行基

町店 

総合メディカル 株式会社 

代表取締役 田代 五男 

同 市行基町１丁目107 伊丹行基町医

療モール１Ｆ 
 同 年11月１日

株式会社 ハッピーフィ

ールド ルピナス訪問看

護ステーション  

株式会社 ハッピーフィール

ド 

代表取締役 幸野 美津枝 

同 市西野１丁目77―１ ２Ｆ 同 

みき調剤薬局 別府店 

有限会社 ハートプレパレー

ション 

代表取締役 藤田 雅弘 

加古川市別府町別府855番２ 平成24年10月１日

モリス調剤薬局 
モリスリテール 株式会社 

代表取締役 森本 幸吉 
同  市加古川町木村70―１ 同 

ステラ宝塚薬局 播川 道徳 宝塚市武庫川町６―22―２Ｆ 平成24年９月15日

オレンジ薬局 宝塚店 

株式会社 プチファーマシス

ト 

代表取締役 柳生 美江 

同 市向月町19―９  同 年10月１日

アイン薬局 宝塚店 

株式会社 アインファーマシ

ーズ 

代表取締役 大谷 喜一 

同 市安倉北２丁目１―33  同 年11月１日

祥漢堂薬局 宝塚店 
株式会社 祥漢堂 

代表取締役社長 住吉 望 
同 市小浜４丁目８番34号 同 
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フタツカ薬局 宝塚西 
株式会社 大新堂 

代表取締役 二塚 安子 
同 市鶴の荘19―15 同 

フタツカ薬局 宝塚東 同  上 同 市向月町19―７ 同 

聖隷訪問看護ステーショ

ン山本 

社会福祉法人 聖隷福祉事業

団 

理事長 山本 敏博 

同 市山本東３丁目14番７号―101号 同 

ポニー薬局 本町店 

株式会社 ポニーファーマシ

ー 

代表取締役 髙馬 将一 

三木市本町１丁目５―12 平成24年10月１日

こうじ歯科クリニック 小路 芳子 川西市見野２―16―２  同 年11月１日

サーバ川西西薬局 
株式会社 キリン堂 

代表取締役 寺西 豊彦 
同 市西多田２丁目７―20  同 年８月16日

川西加茂イレブン薬局 
ウエルシア関西 株式会社 

代表取締役 槌屋 茂康 
同 市加茂３丁目１番５号  同 年９月１日

イオン薬局 小野店 
イオンリテール 株式会社 

代表取締役 村井 正平 
小野市王子町868―１  同 年11月１日

かもめ薬局 加西病院店 

トライアドウエスト 株式会

社 

代表取締役 藤井 貴子 

加西市北条町横尾１―11  同 年10月１日

北条薬局 同  上 同 市北条町北条390―１ 同 

薬局ハートランド 青木

店 

ウエルシア関西 株式会社 

代表取締役 槌屋 茂康 
南あわじ市市青木23―２ 平成24年９月１日

薬局ハートランドグラン

デ 津名店 
同  上 淡路市中田2994―１ 同 

井上クリニック 井上 雅博 宍粟市山崎町御名37―１ 平成24年11月１日

栗林歯科医院 栗林 洋二 加東市社1546―１  同 年９月１日

リブネット訪問看護ステ

ーション 

株式会社 リブネット 

代表取締役 吉田 正敏 
同 市北野55番地２  同 年10月１日

 

 

兵庫県告示第1526号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

  平成24年12月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

岡部川土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        青 木 和 三      神崎郡市川町上牛尾631番地 

    同         青 木 康 文      同 郡同 町上牛尾624番地２ 

    同         岡 本 正 博      同 郡同 町下牛尾1225番地２ 

    同         森 口   章      同 郡同 町下牛尾52番地１ 

    同         髙 瀬 正 和      同 郡同 町上瀬加290番地 

    同         本 間 信 夫      同 郡同 町上瀬加1167番地 

    同         堀 越   薫      同 郡同 町上瀬加1684番地 

    同         藤 原 久 弘      同 郡同 町下瀬加532番地３ 

    同         岡 本 正 義      同 郡同 町下瀬加1167番地５ 

    同         岩 崎 龍 男      同 郡同 町下瀬加277番地３ 

    同         岡 本 成 夫      同 郡同 町小畑2651番地２ 

    同         尾 崎 光 雄      同 郡同 町鶴居36番地１ 
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   監 事        青 木 利 憲      同 郡同 町上牛尾1252番地 

    同         岡 本 正 治      同 郡同 町下牛尾2001番地 

 就任役員  

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        青 木 和 三      神崎郡市川町上牛尾631番地 

    同         青 木 康 文      同 郡同 町上牛尾624番地２ 

    同         岡 本 正 博      同 郡同 町下牛尾1225番地２ 

    同         森 口   章      同 郡同 町下牛尾52番地１ 

    同         赤 松 勘 治      同 郡同 町上瀬加1065番地 

    同         本 間 信 夫      同 郡同 町上瀬加1167番地 

    同         堀 越   薫      同 郡同 町上瀬加1684番地 

    同         藤 原 久 弘      同 郡同 町下瀬加532番地３ 

    同         筒 泉 元 昭      同 郡同 町下瀬加1161番地２ 

    同         岩 崎 龍 男      同 郡同 町下瀬加277番地３ 

    同         岡 本 成 夫      同 郡同 町小畑2651番地２ 

    同         岡 本 哲 夫      同 郡同 町東川辺83番地２ 

   監 事        青 木 利 憲      同 郡同 町上牛尾1252番地 

    同         岡 本 正 義      同 郡同 町下牛尾1972番地 

 

兵庫県告示第1527号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第68条第４項において準用する同法第18条第16項の規定により、次の土

地改良区の清算人の就任の届出があった。 

  平成24年12月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

辻土地改良区 

  氏   名         住    所 

 岡 谷 邦 人    豊岡市辻657番地 

 橋 本  二    同 市辻749番地 

 平 岡   貢    同 市辻648番地 

 二 位 昌 宏    同 市内町278番地 

 藤 原 久 則    同 市内町254番地 

 土 肥 利 幸    同 市船谷268番地 

土 肥   勇    同 市船谷184番地 

 

兵庫県告示第1528号 

 漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定によ

り届出があった義務加入同意成立届を審査した結果、次の加入区については同法第108条第２項の規定による同

意があったものと認めた。 

平成24年12月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

加     入     区 

区 域 名 区       分 

同意成立年月日 

明石浦区域 
総トン数10トン未満の漁船により主として船びき網を使用し

て営む漁業 
平成24年11月９日

丸山区域 
総トン数10トン未満の漁船による漁業であって、主として底

びき網を使用して営む漁業以外の漁業 
平成24年11月２日
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岩見区域 総トン数10トン未満の漁船による漁業 平成24年11月13日

 

 

兵庫県告示第1529号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から次のように保安林の指定を解除する

予定である旨の通知があった。 

  平成24年12月４日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 解除予定保安林の所在場所 

  西脇市野村町字市ゴ谷1800の47から1800の51まで 

２ 保安林として指定された目的 

  土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 

  道路用地とするため 

  

兵庫県告示第1530号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、尼崎市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成24年12月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（３級基準点測量） 

２ 作業期間 

平成24年11月19日から平成24年12月15日まで 

３ 作業地域 

尼崎市武庫元町地域 

 

兵庫県告示第1531号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、西宮市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成24年12月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点測量） 

２ 作業期間 

平成24年12月１日から平成25年１月31日まで 

３ 作業地域 

西宮市天道町及び中島町 

 

兵庫県告示第1532号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、高砂市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成24年12月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   数値図化 

２ 作業期間 
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平成24年10月30日から平成25年10月31日まで 

３ 作業地域 

高砂市全域 

 

兵庫県告示第1533号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成24年12月４日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成24年12月４日から２週間、中播磨県民局姫路土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成24年12月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道  路  の  区  域 
道 路 の 種 類 

路 線 名 区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

旧
6.0から

8.0まで
24.0 

県道 

石 倉 玉 田 線 

姫路市書写字天王道1053番６から 

同 市書写字天王道1053番３まで 
新

8.0から

9.0まで
24.0 

 

 

 

兵庫県告示第1534号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市計

画を変更するので、同法第21条第２項において準用する同法第17条第１項の規定により、当該都市計画案を次

のとおり縦覧に供する。 

 なお、この都市計画区域に係る関係市町の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、この案につい

て兵庫県知事に意見書を提出することができる。 

 この意見書を提出しようとする者は、住所、氏名、年齢及びこの案件についての意見をできるだけ具体的に

記載した文書を神戸市中央区下山手通５丁目10番１号兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課に提出するこ

と。 

  平成24年12月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 都市計画の種類及び名称 

  東播都市計画道路 

  1.4.1号東播磨南北道路ほか１路線 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

  加古川市八幡町宗佐字城ノ内、字市場、字上畑、字上ノ山及び字香山並びに三木市別所町下石野字下山及

び字此辺並びに正法寺字出野、字末広及び字正法寺山並びに小野市樫山町字神木、字南畑、字テンゴ、字北

山、字三角山、字力石、字尻ヶ谷、字向山、字大崎、字西ノ垣内、字野田ノ上、字大坪及び字北ノ垣内並び

に池尻町字山添江、字中尾、字請所、字下山ノ谷、字中山ノ谷、字東山及び字水ノ平 

３ 都市計画の案の縦覧期間 

  平成24年12月４日から同月18日まで 

４ 縦覧場所 

  兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課、加古川市都市計画部都市計画課、三木市まちづくり部美しい

まちづくり課及び小野市地域振興部まちづくり課 

 

兵庫県告示第1535号 

昭和39年兵庫県告示第332号の15（収入証紙売りさばき人の名称等）の一部を次のように改正し、平成24年12

月10日から適用する。 

  平成24年12月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 
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表中 

「 

株式会社 三井住友銀行 同 夙川支店 西宮市羽衣町 

」 

を 

「 

株式会社 三井住友銀行 同 夙川支店 西宮市相生町 

」 

に改める。 
 

公 告 

 

   ひょうご県民ボランタリー活動賞表彰 

 表彰規則（昭和38年兵庫県規則第80号）第２条第11号の規定により、平成24年11月７日に次の者を表彰した。 

  平成24年12月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１(1) 氏  名 天 野 里 美 

 (2) 住  所 揖保郡太子町 

 (3) 功績内容 地域での食生活改善の普及啓発運動を行っている。 

２(1) 氏  名 大 西 明 美 

 (2) 住  所 丹波市 

 (3) 功績内容 給食サービスに添える絵手紙を作成する活動を行っている。 

３(1) 氏  名 岡 澤 邦 雄  

 (2) 住  所 赤穂郡上郡町 

 (3) 功績内容 森林ボランティア活動を行っている。 

４(1) 氏  名 神 崎 髙 子 

 (2) 住  所 加東市 

 (3) 功績内容 訪問入浴サービスのボランティアに引き続き車いす介助のボランティアを行っている。 

５(1) 氏  名 清 瀬 膺  

 (2) 住  所 神崎郡福崎町 

 (3) 功績内容 福崎町図書館応援隊として、対面朗読等のボランティアを行っている。 

６(1) 氏  名 児 玉   章 

 (2) 住  所 三田市 

 (3) 功績内容 剣道を通じた少年の健全育成活動を行っている。 

７(1) 氏  名 杉 本 美穗子 

 (2) 住  所 赤穂郡上郡町 

 (3) 功績内容 給食サービスボランティアや地域美化活動、託児等のボランティアを行っている。 

８(1) 氏  名 高 田 登美代 

 (2) 住  所 加古川市 

 (3) 功績内容 視覚障がい者との交流活動や点訳のボランティアを行っている。 

９(1) 氏  名 竹 知 正 明 

 (2) 住  所 丹波市 

 (3) 功績内容 丹波市のボランティア活動の推進を行っている。 

10(1) 氏  名 谷 所   

 (2) 住  所 加古郡稲美町 

 (3) 功績内容 視覚障がい者との交流活動や朗読のボランティアを行っている。 

11(1) 氏  名 田 部 百合子 

 (2) 住  所 加古郡稲美町 

 (3) 功績内容 子育て支援や朗読のボランティアを行っている。 

12(1) 氏  名 寺 岡   順 
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 (2) 住  所 神戸市東灘区 

 (3) 功績内容 剣道を通じた少年の健全育成活動を行っている。 

13(1) 氏  名 中 島 義 博 

 (2) 住  所 神戸市須磨区 

 (3) 功績内容 剣道を通じた少年の健全育成活動を行っている。 

14(1) 氏  名 藤 本 弘 子 

 (2) 住  所 加古郡稲美町 

 (3) 功績内容 ひとり暮らし高齢者や障がい者への給食サービスボランティアを行っている。 

15(1) 氏  名 藤 本 みや子 

 (2) 住  所 丹波市 

 (3) 功績内容 地域住民の交流促進、高齢者の生きがいづくり活動を行っている。 

16(1) 氏  名 古 本 雅 子 

 (2) 住  所 芦屋市 

 (3) 功績内容 地域での食生活改善の普及啓発活動を行っている。 

17(1) 氏  名 松 井 勝 也 

 (2) 住  所 明石市 

 (3) 功績内容 ひきこもりがちな若者と家族への支援を行っている。 

18(1) 氏  名 水 野 清 子 

 (2) 住  所 加東市 

 (3) 功績内容 訪問入浴サービスのボランティアに引き続き給食サービス配送のボランティアを行っている。 

19(1) 氏  名 山 下  作 

 (2) 住  所 明石市 

 (3) 功績内容 県内の農業者と世界各国の農業者との交流を支援する活動を行っている。 

20(1) 氏  名 山 田 こしず 

 (2) 住  所 丹波市 

 (3) 功績内容 施設での高齢者との交流活動や見守り活動を行っている。 

21(1) 名  称 明石いずみ会食育部 

 (2) 住  所 明石市 

 (3) 功績内容 幼児期からの食育に関するボランティア活動を行っている。 

22(1) 名  称 一宮民踊同好会 

 (2) 住  所 淡路市 

 (3) 功績内容 踊りを通した地域福祉交流活動を行っている。 

23(1) 名  称 銀杏高年クラブ 

 (2) 住  所 佐用郡佐用町 

 (3) 功績内容 観光資源の維持管理や美化活動を行っている。 

24(1) 名  称 イルカグループ 

 (2) 住  所 揖保郡太子町 

 (3) 功績内容 夕食サービスに添える絵手紙を作成する活動を行っている。 

25(1) 名  称 エンゼル 

 (2) 住  所 赤穂郡上郡町 

 (3) 功績内容 施設での行事や外出時の介助ボランティア活動を行っている。 

26(1) 名  称 王子ふれあいの会 

 (2) 住  所 明石市 

 (3) 功績内容 地域の高齢者との交流活動や介護予防活動を行っている。 

27(1) 名  称 お手伝い会 ひまわり 

 (2) 住  所 西宮市 

 (3) 功績内容 障がい者や高齢者、海外の外国人の支援活動を行っている。 

28(1) 名  称 柏原手話サークル 木の根 

 (2) 住  所 丹波市 

 (3) 功績内容 聴覚障がい者との交流活動や手話のボランティアを行っている。 
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29(1) 名  称 株式会社 川嶋建設 

 (2) 住  所 豊岡市 

 (3) 功績内容 こうのとりのえさ場である湿地を含めた地域の美化活動を行っている。 

30(1) 名  称 黒井地区給食ボランティアグループ 

 (2) 住  所 丹波市 

 (3) 功績内容 ひとり暮らし高齢者等への友愛訪問を兼ねた配食ボランティアを行っている。 

31(1) 名  称 甲五グループ 

 (2) 住  所 西宮市 

 (3) 功績内容 福祉施設での入所者の衣服・おむつたたみ作業を行っている。 

32(1) 名  称 コープともしび舞子台病院ボランティア 

 (2) 住  所 神戸市垂水区 

 (3) 功績内容 病院でシーツやベッドカバー等の修理や作成のボランティアを行っている。 

33(1) 名  称 すまいる 

 (2) 住  所 加古川市 

 (3) 功績内容 視覚障がい者との交流活動や点訳のボランティアを行っている。 

34(1) 名  称 テープライブラリー リヴィエール 

 (2) 住  所 川辺郡猪名川町 

 (3) 功績内容 視覚障がい者や高齢者への音訳朗読ボランティア、また高齢者への「声のボランティア」を

行っている。 

35(1) 名  称 西脇市立黒田庄中学校ボランティアグループ「ビギン」 

 (2) 住  所 西脇市 

 (3) 功績内容 施設や身体障がい者体育大会等での交流活動を行っている。 

36(1) 名  称 配食グループ万松園 

 (2) 住  所 南あわじ市 

 (3) 功績内容 ひとり暮らし高齢者等への配食サービスボランティアを行っている。 

37(1) 名  称 姫路おはなしの会 

 (2) 住  所 姫路市 

 (3) 功績内容 姫路市内の図書館や小・中学校、養護学校等で、ストーリーテリングや絵本の読み聞かせの

活動を行っている。 

38(1) 名  称 北斗七星 

 (2) 住  所 伊丹市 

 (3) 功績内容 高齢者との交流活動や調理ボランティアを行っている。 

39(1) 名  称 ボランティアグループ「せせらぎ」 

 (2) 住  所 伊丹市 

 (3) 功績内容 市立伊丹病院で外来患者への院内案内と受診手続の支援活動を行っている。 

40(1) 名  称 ボランティアグループ ゆめふうせん 

 (2) 住  所 宝塚市 

 (3) 功績内容 布絵本の製作、貸出し活動を通して、地域での交流活動を行っている。 

41(1) 名  称 ボランティア野の花 

 (2) 住  所 明石市 

 (3) 功績内容 ひとり暮らし高齢者や要介護者への友愛訪問活動や交流活動を行っている。 

42(1) 名  称 まちの保健室 神戸西部支部 

 (2) 住  所 神戸市西区 

 (3) 功績内容 地域での健康相談・子育て支援活動を行っている。 

43(1) 名  称 まちの保健室 神戸中部支部 

 (2) 住  所 神戸市兵庫区 

 (3) 功績内容 地域での健康相談・子育て支援活動を行っている。 

44(1) 名  称 まちの保健室 神戸東部支部 

 (2) 住  所 神戸市中央区 

 (3) 功績内容 地域での健康相談・子育て支援活動を行っている。 
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45(1) 名  称 みのり会 

 (2) 住  所 たつの市 

 (3) 功績内容 施設での友愛訪問や在宅高齢者の支援活動を行っている。 

46(1) 名  称 宮ノ裏シニアクラブ 

 (2) 住  所 加古郡播磨町 

 (3) 功績内容 高齢者や子ども達の見守り活動を行っている。 

47(1) 名  称 明峰小地区福祉委員会 ボランティア部会 やまびこ会 

 (2) 住  所 川西市 

 (3) 功績内容 地区内における高齢者、障がい者、児童への在宅及び施設等における支援活動を行っている。 

48(1) 名  称 本山甲南婦人会 

 (2) 住  所 神戸市東灘区 

 (3) 功績内容 ハミング広場の管理や公園の清掃管理を行っている。 

49(1) 名  称 夢前町地域づくり推進委員会 

 (2) 住  所 姫路市 

 (3) 功績内容 県道の沿道において、花の植栽や清掃美化、除草草刈活動を行っている。 

50(1) 名  称 れんげ草の会 

 (2) 住  所 三田市 

 (3) 功績内容 ひとり暮らし高齢者等への配食サービスボランティアを行っている。 

 

二級河川洲本川水系河川整備基本方針の策定 

 河川法（昭和39年法律第167号）第16条第１項の規定により、二級河川洲本川水系河川整備基本方針を定めた

ので、同条第５項の規定により、兵庫県県土整備部土木局総合治水課及び淡路県民局洲本土木事務所において

公表する。 

  平成24年12月４日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

 

   大規模小売店舗に対する市町の意見の概要 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定により聴取した意見の概要は、次のとお

りである。 

 なお、当該意見を次のとおり縦覧に供する。 

  平成24年12月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 ダイエー西宮店 

  所在地 西宮市林田町51―１ 

２ 同法第８条第１項の規定により西宮市から聴取した意見の概要 

 駐車台数が減ったことにより、周辺道路において来退店車両による問題が発生した場合は、直ちに対策を 

講じること。 

３ 意見書の縦覧場所及び縦覧期間 

 (1) 縦覧場所 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び阪神南県民局西宮土木事務所まちづくり建築課 

 (2) 縦覧期間 

   平成24年12月４日から１月間 

 

      落札者等の公示 

  ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

    平成24年12月４日 

                                 契約担当者            

兵庫県知事  井 戸 敏 三  
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１  落札に係る物品の名称及び数量 

    ＩＣＴスクールコンピュータ 一式（賃貸借） 

２  契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県出納局管理課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３  落札者を決定した日 

  平成24年10月31日 

４  落札者の名称及び住所 

日立キャピタル株式会社法人事業本部関西法人支店 大阪市西区靱本町１丁目11番７号 

５  落札金額 

  899,115円（月額） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  平成24年９月21日 
 

人 事 委 員 会 告 示 

 

兵庫県人事委員会告示第６号 

 平成９年兵庫県人事委員会告示第１号（口頭により開示請求をすることができる個人情報の指定）の一部を

次のように改正し、平成24年度以後に実施する職員採用試験について適用する。 

  平成24年12月４日 

                                   兵庫県人事委員会 

                                     委員長 青 山 善 敬 

 表中 

「 

職員経験者採用試験 第１次試験得点及び順位 

第２次試験得点及び順位 

総合得点及び順位 

職員採用選考 第１次試験得点及び順位 

第２次試験得点及び順位 

                            」 

を 

「 

職員経験者採用試験 同         上 

職員採用選考 同         上 

                           」 

に改める。 
 

人 事 委 員 会 公 告 

 

兵庫県職員 上級（経験者）採用試験の実施 

兵庫県職員 上級（経験者）採用試験を次のとおり実施する。 

平成24年12月４日 

兵庫県人事委員会  

１ 試験職種、採用予定人員及び受験資格 

試験職種 採用予定人員 受験資格 
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(1) 一般事務職 

(2) 教育事務職 

(3) 総合土木職 

９名程度 

３名程度 

４名程度 

昭和53年４月２日から昭和60年４月１日までに生まれた者（平成25

年４月１日現在で28歳から34歳までの者） 

備考 次に掲げる者は、この試験を受けることができない。 

１ 日本国籍を有しない者 

２ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条の各号のいずれかに該当する者 

(1) 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

(3) 兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

２ 試験日及び試験会場 

区分 試験日 試験会場 

第１次 

試 験 
平成25年１月13日（日） 兵庫県立大学神戸学園都市キャンパス 

第２次 

試 験 

平成25年２月２日（土）又は同月３日（日）

のうち指定する１日 
神戸市内 

３ 試験の方法 

(1) 第１次試験 

ア 一般常識試験 

大学卒業程度の一般常識について択一式により試験を行う。 

イ 論文試験 

一般事務職及び教育事務職については、職務経験に関する課題と、一般的課題により大学卒業程度の

理解力・判断力、独創性・説得力、文章表現力・文章構成力について試験を行う。 

総合土木職については、職務経験に関する課題と、職種に必要な専門的課題により大学卒業程度の理

解力・判断力、独創性・説得力、文章表現力・文章構成力について試験を行う。 

(2) 第２次試験 

第１次試験合格者に対して行う。  

ア 口述試験 

個別面接①、個別面接②及びプレゼンテーション試験の方法により行う。 

イ 適性検査 

職務の遂行に必要な適性について検査を行う。 

４ 合格者の発表 

(1) 第１次試験 

平成25年１月24日（木）午後３時 

兵庫県人事委員会事務局において掲示するとともに、受験者全員に通知する。 

(2) 第２次試験 

平成25年２月14日（木）午後３時 

兵庫県人事委員会事務局において掲示するとともに、第２次試験受験者全員に通知する。 

５ 申込手続及び受付期間 

(1) 申込書は、兵庫県人事委員会事務局、各県民局、東京事務所等で配布する。郵送を希望する場合は、140

円分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号封筒）を同封の上、「経験者請求」と朱書し、兵庫県

人事委員会事務局へ請求すること。 

また、インターネットの兵庫県職員採用情報のホームページでも受験申込書の配布を行う。 

アドレス http://web.pref.hyogo.lg.jp/pc02/pc01_000000072.html 

(2) 申込方法 
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ア インターネットによる場合 

「兵庫県電子申請システム」を利用して、画面の指示に従って申し込むこと。受験票は、申込受付後、

平成25年１月７日（月）頃に発行する。 

アドレス http://web.pref.hyogo.lg.jp/pc02/pc01_000000067.html 

イ 郵送・持参による場合 

所定の申込書に必要事項を記入し、写真（申込前６箇月以内に撮った上半身正面無帽の縦４センチメ

ートル・横３センチメートルの大きさのもの）を貼り、兵庫県人事委員会事務局へ提出すること。受験

票は、申込受付後、平成25年１月４日（金）頃に発送する。 

(3) 受付期間 

ア インターネットによる場合 

平成24年12月４日（火）午前９時から同月17日（月）午後５時まで（受信有効） 

イ 郵送による場合 

平成24年12月４日（火）から同月19日（水）まで（必着） 

ウ 持参による場合 

平成24年12月４日（火）から同月25日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から

午後５時まで 

６ その他 

最終合格者は、試験職種ごとの採用候補者名簿に登載され、任命権者からの請求に応じ、成績順に提示さ

れ、任命権者において採用前に身体検査等を行い、採用者が決定される。 

なお、名簿は確定の日から平成26年３月31日まで有効とする。 

７ 試験についての問合せ先 

兵庫県人事委員会事務局職員課 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

電話（078）341－7711 内線5920、5921 
 

公 安 委 員 会 告 示 

 

兵庫県公安委員会告示第371号 

 道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の29第５項の規定により、次のとおり平成24年11月20日付けで

地域交通安全活動推進委員を解嘱したので、公示する。 

  平成24年12月４日 

兵庫県公安委員会     

委員長 橋 本 猛 伸 

解嘱した者 

氏   名 活 動 区 域 

池 田 紀 年 明石警察署の管轄区域

杉 野 卯 隆 高砂警察署の管轄区域
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